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【 請 求 項 １ 】

　 情 報 記 録 媒 体 は 、
を 決 済 端 末 装 置 に 送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 端 末 装 置 は 、

前
記 電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算

、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ
ー 残 高 が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前
記 補 充 額 を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 情 報 記 録 媒 体 に 送 信 す る と

　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額 を 記 録 し た 情 報 記
録 媒 体 と 、
　 情 報 記 録 媒 体 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な 情 報 記 録 媒 体 の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録 す る
無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 端 末 装 置 と 、
　 決 済 端 末 装 置 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 情 報 記 録 媒 体 を 有 す る 利 用 者 に か か る 情 報
を 記 録 す る 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 サ ー バ 装 置 と
　 を 用 い て 構 成 さ れ る 電 子 決 済 シ ス テ ム で あ っ て 、

識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 情 報 記 録 媒 体 を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、

す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

所 定 の
所 定 の



と も に 、 当 該 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に
送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 情 報 記 録 媒 体 は 、 決 済 端 末 装 置 か ら 受 信 し た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を
記 録 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ

こ と
　 を 特 徴 と す る 電 子 決 済 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】

　 情 報 記 録 媒 体 か ら
を 受 信 し 、

前
記 電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算

、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ
ー 残 高 が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前
記 補 充 額 を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 情 報 記 録 媒 体 に 送 信 す る と
と も に 、 当 該 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に
送 信 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 決 済 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】

を 決 済 端 末 装 置 に
送 信 し 、

前
記 決 済 端 末 装 置 が 前 記 電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算

、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に 当 該 減 算 後 の
電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前 記 補 充 額 を 加 算 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 を 受
信 し て 記 録 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 情 報 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い
て 、
　 前 記 補 充 額 お よ び 補 充 判 定 額 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ 毎 に 予 め 設 定 さ れ た 所 定 額 で あ る こ と
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所 定 の

に 基 づ い て 前 記 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス か ら
利 用 者 を 特 定 し 、 特 定 し た 利 用 者 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 所 定 の 補 充 額 に か か る 請 求 処 理 を
行 お う と し た 際 に 当 該 請 求 処 理 が で き な か っ た 場 合 に は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ を 前 記 決 済 端 末 装
置 の 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る

　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額 を 記 録 し た 情 報 記
録 媒 体 と 決 済 サ ー バ 装 置 と の そ れ ぞ れ と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な 情 報 記 録 媒 体
の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録 す る 無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 端 末 装 置 で あ っ て 、

識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 情 報 記 録 媒 体 を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、

す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

所 定 の
所 定 の

所 定 の

　 無 効 な 情 報 記 録 媒 体 の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録 す る 無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 端 末 装 置 と
通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補
充 判 定 額 を 記 録 し た 情 報 記 録 媒 体 で あ っ て 、
　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 決 済 端 末 装 置 に よ っ て 、 当 該 情 報 記 録 媒 体 を 無 効 化 さ れ 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、

、 す る
と 同 時 に 、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

所 定 の は 、
所 定 の し て

　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い
て 、
　 前 記 決 済 端 末 装 置 は 、 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 存 在 す る か 否 か に 基 づ い
て 、 無 効 で あ る か 否 か を 判 断 す る こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。



　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い
て 、
　 前 記 補 充 額 お よ び 補 充 判 定 額 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ に よ ら な い 所 定 額 で あ る こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い
て 、
　 前 記 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 決 済 端 末 装 置 か ら の 送 信 情 報 を 管 理 す る 情 報 管 理 サ ー バ 装
置 と 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ に よ っ て 特 定 さ れ る 利 用 者 へ 補 充 額 の 請 求 処 理 を 行 う 請 求 サ ー バ 装 置
か ら 構 成 さ れ る こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い て 、
　 前 記 決 済 端 末 装 置 は 、 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 運 賃 と し て 減 算 す る 交 通 機 関 等
に 設 置 さ れ た 自 動 改 札 機 で あ り 、
　 前 記 情 報 管 理 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 自 動 改 札 機 か ら 受 信 し た 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ
Ｄ お よ び 補 充 額 を 、 請 求 サ ー バ 装 置 に 送 信 し 、
　 前 記 請 求 サ ー バ 装 置 は 、 金 融 機 関 等 に 設 置 さ れ て お り 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ に よ っ て 特 定 さ れ
る 利 用 者 の 金 融 機 関 口 座 か ら 口 座 振 替 に よ っ て 前 記 補 充 金 額 の 回 収 を 行 う こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ７ の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い て 、
　 前 記 決 済 端 末 装 置 は 、 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 運 賃 と し て 減 算 す る 交 通 機 関 等
に 設 置 さ れ た 自 動 改 札 機 で あ り 、
　 前 記 情 報 管 理 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 自 動 改 札 機 か ら 受 信 し た 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ
Ｄ お よ び 補 充 額 を 、 請 求 サ ー バ 装 置 に 送 信 し 、
　 前 記 請 求 サ ー バ 装 置 は 、 予 め 利 用 者 か ら 前 払 い さ れ た 金 額 か ら 差 し 引 く こ と に よ っ て 前
記 補 充 金 額 の 回 収 を 行 う こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ７ の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い て 、
　 前 記 決 済 端 末 装 置 は 、 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 運 賃 と し て 減 算 す る 交 通 機 関 等
に 設 置 さ れ た 自 動 改 札 機 で あ り 、
　 前 記 情 報 管 理 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 自 動 改 札 機 か ら 受 信 し た 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ
Ｄ お よ び 補 充 額 を 、 請 求 サ ー バ 装 置 に 送 信 し 、
　 前 記 請 求 サ ー バ 装 置 は 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 等 に 設 置 さ れ て お り 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ に よ っ て 特
定 さ れ る 利 用 者 の ク レ ジ ッ ト 取 引 に よ っ て 前 記 補 充 金 額 の 回 収 を 行 う こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か の 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お
い て 、
　 前 記 情 報 記 録 媒 体 は 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 記 録 可 能 な Ｉ Ｃ チ ッ プ を 内 蔵 し た 、 Ｉ Ｃ カ ー
ド 、 携 帯 電 話 ま た は 携 帯 情 報 端 末 で あ る こ と
　 を 特 徴 と す る も の 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額 を 記 録 し た 情 報 記
録 媒 体 と 、
　 情 報 記 録 媒 体 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な 情 報 記 録 媒 体 の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録 す る



　 情 報 記 録 媒 体 は 、
を 決 済 端 末 装 置 に 送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 端 末 装 置 は 、

前
記 電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算

、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ
ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前
記 補 充 額 を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 情 報 記 録 媒 体 に 送 信 す る と
と も に 、 当 該 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に
送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 情 報 記 録 媒 体 は 、 決 済 端 末 装 置 か ら 受 信 し た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を
記 録 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ

こ と
　 を 特 徴 と す る 電 子 決 済 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】

を 記 録 し た 乗 車 券 と し て の Ｉ Ｃ
カ ー ド と 、

自 動 改 札 機 と 、 前 記 自 動 改 札 機 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ た
決 済 サ ー バ 装 置 と を 用 い た 電 子 決 済 方 法 で あ っ て 、
　 Ｉ Ｃ カ ー ド を 所 持 す る 利 用 者 が 、 前 記 自 動 改 札 機 を 通 過 す る 場 合 に お い て 、
　 前 記 自 動 改 札 機 は 、 Ｉ Ｃ カ ー ド に 記 録 さ れ て い る 識 別 Ｉ Ｄ 、 補 充 額 、 補 充 判 定 額 お よ び
電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 読 み 込 み 、

電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 乗 車 料 金 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算
、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高

が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前 記 前 記 補 充 額
を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を Ｉ Ｃ カ ー ド に 送 信 す る と と も に 、 当 該 Ｉ Ｃ
カ ー ド に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に 送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て Ｉ Ｃ カ ー ド は 、 自 動 改 札 機 か ら 受 信 し た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 記 録
し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ

こ と
　 を 特 徴 と す る 電 子 決 済 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
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無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 端 末 装 置 と 、
　 決 済 端 末 装 置 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 情 報 記 録 媒 体 を 有 す る 利 用 者 に か か る 情 報
を 記 録 す る 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 サ ー バ 装 置 と
　 を 用 い て 実 現 さ れ る 電 子 決 済 方 法 で あ っ て 、

識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 情 報 記 録 媒 体 を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、

す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

所 定 の
所 定 の

に 基 づ い て 前 記 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス か ら
利 用 者 を 特 定 し 、 特 定 し た 利 用 者 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 所 定 の 補 充 額 に か か る 請 求 処 理 を
行 お う と し た 際 に 当 該 請 求 処 理 が で き な か っ た 場 合 に は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ を 前 記 決 済 端 末 装
置 の 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る

　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 補 充 額 お よ び 補 充 判 定 額
Ｉ Ｃ カ ー ド と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な Ｉ Ｃ カ ー ド の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録

す る 無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 Ｉ Ｃ カ ー ド を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

に 基 づ い て 前 記 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス か ら
利 用 者 を 特 定 し 、 特 定 し た 利 用 者 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 補 充 額 に か か る 請 求 処 理 を 行 お う
と し た 際 に 当 該 請 求 処 理 が で き な か っ た 場 合 に は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ を 前 記 決 済 端 末 装 置 の 前
記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る



【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 (1)(2)(3)こ の 発 明 に か か る 電 子 決 済 シ ス テ ム は 、

　 情 報 記 録 媒 体 は 、
を 決 済 端 末 装 置 に 送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 端 末 装 置 は 、

前
記 電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算

、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ
ー 残 高 が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前
記 補 充 額 を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 情 報 記 録 媒 体 に 送 信 す る と
と も に 、 当 該 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に
送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 情 報 記 録 媒 体 は 、 決 済 端 末 装 置 か ら 受 信 し た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を
記 録 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ

こ と
　 を 特 徴 と し て い る 。

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 (4)こ の 発 明 に か か る 電 子 決 済 シ ス テ ム 、 決 済 端 末 装 置 ま た は 情 報 記 録 媒 体 に お い て は
、

　 を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

(5) JP 2004-13910 A5 2005.5.26

　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額 を 記 録 し た 情 報 記
録 媒 体 と 、
　 情 報 記 録 媒 体 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な 情 報 記 録 媒 体 の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録 す る
無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 端 末 装 置 と 、
　 決 済 端 末 装 置 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 情 報 記 録 媒 体 を 有 す る 利 用 者 に か か る 情 報
を 記 録 す る 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 サ ー バ 装 置 と
　 を 用 い て 構 成 さ れ る 電 子 決 済 シ ス テ ム で あ っ て 、

識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 情 報 記 録 媒 体 を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、

す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

所 定 の
所 定 の

所 定 の

に 基 づ い て 前 記 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス か ら
利 用 者 を 特 定 し 、 特 定 し た 利 用 者 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 所 定 の 補 充 額 に か か る 請 求 処 理 を
行 お う と し た 際 に 当 該 請 求 処 理 が で き な か っ た 場 合 に は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ を 前 記 決 済 端 末 装
置 の 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る

　 し た が っ て 、 個 々 の 情 報 記 録 媒 体 に 補 充 額 お よ び 補 充 判 定 額 を 設 定 す る こ と が で き る 。
例 え ば 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 の 補 充 を 行 う か 否 か の 判 定 額 お よ び 、 そ の と き に 補 充 す る 額 を
、 利 用 者 の 好 み に 応 じ て 設 定 す る こ と が で き る 。 ま た 、 決 済 端 末 装 置 は 、 情 報 記 録 媒 体 か
ら 受 信 し て 補 充 額 お よ び 補 充 判 定 額 を 取 得 す る こ と が で き 、 識 別 Ｉ Ｄ 等 に 基 づ い て 補 充 額
お よ び 補 充 判 定 額 を 検 索 し な く て も よ い の で 処 理 が 速 い 。

　 決 済 端 末 装 置 は 、 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 存 在 す る か 否 か に 基 づ い て 、
無 効 で あ る か 否 か を 判 断 す る こ と



【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 (12)こ の 発 明 に か か る 電 子 決 済 方 法 は 、

　 情 報 記 録 媒 体 は 、
を 決 済 端 末 装 置 に 送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 端 末 装 置 は 、

前
記 電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 決 済 金 額 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算

、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ
ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前
記 補 充 額 を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 情 報 記 録 媒 体 に 送 信 す る と
と も に 、 当 該 情 報 記 録 媒 体 に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に
送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て 情 報 記 録 媒 体 は 、 決 済 端 末 装 置 か ら 受 信 し た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を
記 録 し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ

こ と
　 を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 (13)こ の 発 明 に か か る 電 子 決 済 方 法 は 、

を 記 録 し た 乗 車 券 と し て の Ｉ Ｃ
カ ー ド と 、

自 動 改 札 機 と 、 前 記 自 動 改 札 機 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ た
決 済 サ ー バ 装 置 と を 用 い た 電 子 決 済 方 法 で あ っ て 、
　 Ｉ Ｃ カ ー ド を 所 持 す る 利 用 者 が 、 前 記 自 動 改 札 機 を 通 過 す る 場 合 に お い て 、
　 前 記 自 動 改 札 機 は 、 Ｉ Ｃ カ ー ド に 記 録 さ れ て い る 識 別 Ｉ Ｄ 、 補 充 額 、 補 充 判 定 額 お よ び
電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 読 み 込 み 、
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　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額 を 記 録 し た 情 報 記
録 媒 体 と 、
　 情 報 記 録 媒 体 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な 情 報 記 録 媒 体 の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録 す る
無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 端 末 装 置 と 、
　 決 済 端 末 装 置 と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 情 報 記 録 媒 体 を 有 す る 利 用 者 に か か る 情 報
を 記 録 す る 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た 決 済 サ ー バ 装 置 と
　 を 用 い て 実 現 さ れ る 電 子 決 済 方 法 で あ っ て 、

識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 所 定 の 補 充 額 お よ び 所 定 の 補 充 判 定 額

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 情 報 記 録 媒 体 を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、

す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 所 定 の 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

所 定 の
所 定 の

に 基 づ い て 前 記 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス か ら
利 用 者 を 特 定 し 、 特 定 し た 利 用 者 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 所 定 の 補 充 額 に か か る 請 求 処 理 を
行 お う と し た 際 に 当 該 請 求 処 理 が で き な か っ た 場 合 に は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ を 前 記 決 済 端 末 装
置 の 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る

　 識 別 Ｉ Ｄ 、 電 子 バ リ ュ ー 残 高 、 補 充 額 お よ び 補 充 判 定 額
Ｉ Ｃ カ ー ド と 通 信 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 無 効 な Ｉ Ｃ カ ー ド の 識 別 Ｉ Ｄ を 記 録

す る 無 効 デ ー タ ベ ー ス を 記 録 し た

　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で あ る と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前
記 Ｉ Ｃ カ ー ド を 無 効 化 し 、
　 前 記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 基 づ い て 前 記 識 別 Ｉ Ｄ が 無 効 で な い と 見 な さ れ た 場 合 に は 、 前



電 子 バ リ ュ ー 残 高 か ら 乗 車 料 金 に 値 す る 電 子 バ リ ュ ー を 減 算
、 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高

が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る と き に は 、 当 該 減 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 に 前 記 前 記 補 充 額
を 加 算 し て 求 め た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を Ｉ Ｃ カ ー ド に 送 信 す る と と も に 、 当 該 Ｉ Ｃ
カ ー ド に か か る 識 別 Ｉ Ｄ お よ び 前 記 補 充 額 を 決 済 サ ー バ 装 置 に 送 信 し 、
　 送 信 を 受 け て Ｉ Ｃ カ ー ド は 、 自 動 改 札 機 か ら 受 信 し た 加 算 後 の 電 子 バ リ ュ ー 残 高 を 記 録
し 、
　 送 信 を 受 け て 決 済 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ

こ と
　 を 特 徴 と し て い る 。

(7) JP 2004-13910 A5 2005.5.26

記 す る と 同 時 に 、 減 算 後 の 電
子 バ リ ュ ー 残 高 が 前 記 補 充 判 定 額 以 下 に な る か 否 か を 判 断 し

に 基 づ い て 前 記 利 用 者 デ ー タ ベ ー ス か ら
利 用 者 を 特 定 し 、 特 定 し た 利 用 者 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 補 充 額 に か か る 請 求 処 理 を 行 お う
と し た 際 に 当 該 請 求 処 理 が で き な か っ た 場 合 に は 、 前 記 識 別 Ｉ Ｄ を 前 記 決 済 端 末 装 置 の 前
記 無 効 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る
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